
No. 学校名 住所 要望 対策内容 事業主体

1 片塩小
永和町・北片塩町・旭北町・旭南
町

看板や電柱幕、道路への塗
装など。可能であればハン
プなど、スピード抑制の手
段。

（県土木）
R7年度以降に路面表示等による対策を予定
（市生安）
横断旗設置済み

県高田土木事務所
市生活安全課

2 片塩小 今里町３

歩行者と自転車の分離、歩
道の拡張、ガードレールの
設置、自転車に対する注意
喚起など。

（国道事務所）
横断防止柵を設置済み

国道事務所

3 片塩小 永和町11　南本町交差点
車の停止線をずらしてほし
い。

（警察）
停止線は車道の左側に表示する必要があるため移動は不可。
（学校）
停止車両があるときの歩行について、引き続き児童への注意
喚起を行う。

高田警察署

4 高田小 大中東町

信号の改善（歩者分離式へ
の改善）、路面のカラー化、
路面表記、電柱幕標記等に
よる右折車両への横断歩行
者注意喚起

（県土木）
R7年度以降、路面標示による対策を予定
（警察）
信号機の秒数変更を実施。歩行者の横断用の青信号の点灯
時間を5秒減とし、車と歩行者の交錯時間を減らした。
（市生安）
電柱幕を設置済み

県高田土木事務所
高田警察署
市生活安全課

5 高田小 大中

車両の速度規制化、東西歩
行者用の横断歩道の新設、
歩行者の安全確認ができる
よう視界の確保

（警察）
速度規制は不可、歩行者溜まりがないため横断歩道も不可
（市生安）
R5年度までに交差点のカラー化、横断幕及びカーブミラーの
設置済み。これ以上の対策は困難。

高田警察署
市生活安全課

6 浮孔小 大字田井406周辺
横断歩道の新設、又は一時
停止等の標識の設置

（警察）
R7年度以降、既存の横断歩道の白線及び予告表示（ダイヤ
マーク）の補修を検討。
車両の交通量が多いため、西進車両に対する一時停止や「交
差点注意」等の路面標示を検討。
横断歩道は、近接にある上、カーブの先のために設置不可。

高田警察署

7 浮孔小 田井新町３－１付近
横断歩道の新設、一時停止
の標識等の設置

（警察）
・横断歩道は、歩行者溜まりがないため設置不可
・一時停止の標識については検討

高田警察署

8 浮孔小 大字田井448付近 ガードレールの交換・補修
（市土木）
R6年9月に修繕済み

市土木管理課

9 磐園小 有井
子どもの通学路であることを
知らせる表示

（市生安）
電柱幕を設置済み

市生活安全課

10 磐園小 築山
ハンプや減速帯の設置等、
スピード抑制の手段

（市生安）
・電柱幕を設置済み（電柱幕の設置により車両の減速を促して
いる。民家が多い道路のためハンプの設置は難しい）
・路面標示については検討する。

市生活安全課

11 磐園小 築山

ミラーの向きの改善や、奥の
方まで見える改善。歩行者
専用の押しボタン信号の設
置

（警察）
押しボタン式信号の設置は不可
（市生安）
ミラーは、現状の角度が望ましい。北側を映す鏡面は劣化して
いたため交換を実施済み。老朽化した横断幕の交換を実施済
み。

高田警察署
市生活安全課

12 陵西小 野口630付近
時間指定の規制や、一方通
行等の安全対策
看板周辺の草の処理

（警察）
学校の近隣ではないため、時間帯の規制は不可
時間帯規制・一方通行規制は、地元の合意が必要なため困難
（市土木）
市道及び看板周辺については草刈り実施予定

高田警察署
土地所有者
（草刈りのみ）

13 陵西小 大谷523-1　光野工務店付近 道にはみ出した木の処理
（市教委）
土地所有者に改善を要請　　→伐採済み

土地所有者

14 菅原小 西坊城１８２付近

通学路とわかるような標識
や電信柱カバー等の設置、
交差点のカラー化。スピード
抑制の措置（標識による速
度制限や飛び出し注意等）

（県土木）
路面標示による対策をR7年度実施予定

県高田土木事務所

15 菅原小 奥田32付近

カーブミラーがみにくいの
で、何らかの対応。交差点
において児童が通過する旨
の看板設置や交差点のカ
ラー化。水路の蓋もしくは柵
の設置。スピード抑制の措
置。

（市生安）
交差点カラー化を実施済み

市生活安全課

16 菅原小 吉井114付近
消えている路側帯の補修や
グリーンベルトの設置。歩道
拡張のため溝蓋等の対策。

（市生安）
外側線の補修について実施済み

市生活安全課

17 浮孔西小大字曽大根３８２付近

南北に横断できるグリーン
ベルト（誘導線）の新設。（Ｔ
字路の東西どちらか。西側
が適当か？）

（市生安）
路面標示の設置について実施済み

市生活安全課
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18 浮孔西小東中2丁目４－２２付近

Ｔ字路のつきあたりにある
カーブミラーに加えて、やや
東側にある電柱にカーブミ
ラーの設置。駐車場の建物
側に「とびだし注意」等の注
意を促す看板や道路標示等
の設置。

（市生安）
部分的な外側線及びカーブミラーについて施行済み
（交差点マークの設置自体は可能だが、歩行者（児童）が接触
する可能性がある場所とでは少し距離があり、交差点マーク設
置による効果は薄いと考えられる。歩行者（児童）が接触する
可能性が高い白い建物の付近に外側線を表示）

市生活安全課

19 浮孔西小曽大根１丁目４付近
電柱に「歩行者注意！！」
等の表示を設置。

（市生安）
電柱幕を設置済み

市生活安全課

20 浮孔西小東中2丁目２付近 抜本的な治水対策

（県・市土木）
現在、本箇所を含めた地域の治水対策として、高田土木事務
所敷地内に雨水貯留施設を整備中（R7完成予定）。また、施設
整備後は北側の仮設駐車場も元通りに田に還す予定。

市土木管理課

21 高田中 大中南町２丁目付近
　グリーンゾーンなどの標記
電柱幕の設置

（市生安）
R5年度に「通学路注意」の電柱幕を設置済み

市生活安全課

22 高田中 旭北町２丁目付近 電柱幕設置
（市生安）
R5年度に「交差点注意」の電柱幕を設置済み

市生活安全課

23 高田中 大中東町２丁目付近 一時停止線の補修

（市土木）
R6年10月に舗装修繕を実施し、その後路面標示を施工済み
（警察）
一時停止線の補修を実施済み

市土木管理課
高田警察署

24 片塩中 吉井３０５付近
路面のカラー塗装や、看板
の増設

（市生安）
路面標示を設置済み

市生活安全課

25 片塩中 中三倉堂２丁目付近 用水路に蓋の設置
（市生安）
校門北側にポストコーン増設済み

市生活安全課

26 片塩中 南今里町1-35付近
横断歩道や、徐行を促す看
板の設置

（県土木）
カラー舗装及び交差点表示をR7年度に実施予定
（警察）
歩行者溜まりがなく、北側の既存横断歩道と近接しているた
め、横断歩道の設置は不可

県高田土木事務所
高田警察署

27 高田西中池田

道幅の拡張。ガードレール、
もしくはポールの設置。
30km/時の速度規制。一方
通行指定など。

（市土木）
用地取得の同意が得られず、道路拡幅は困難
（市生安）
ガードレール、ポールの対策不可。
（警察）
外側線（駐停車禁止路側帯）の補修について上申中

市土木管理課
市生活安全課

28 高田西中池田 信号機の設置

（警察）
・信号設置基準に満たないため、新規設置は不可（車の交通
量が基準より少ない）
・横断歩行者が優先されるよう、登下校時の取り締まりを強化
（市都市計画課）
・車両の運転手が生徒を視認しづらいため、横断歩道付近に
ある樹木を伐採済み。

高田警察署
市都市計画課

29 高田西中池田
人が溝に落ちないようにフェ
ンスやポール等の設置（特
に曲がり角）

（市生安）
夜間に中学生が通ることを考え、反射鋲により溝があることを
促すための対策を実施済み

市生活安全課

30 高田商業材木町８－３付近 速度抑制の注意喚起
（市生安）
電柱幕の設置済み

市生活安全課

31 高田商業材木町８－３付近
道の両側の草を除去。警備
の強化。

（市土木）
年に1回の除草を実施済み

市土木管理課


